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2 0 2 1 年 度 

社 員 総 会 

資 料 － 5 

役員の報酬等に関する規程 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人企業情報化協会（以下協会という）の役員に対する報酬

等について定めたものである。 

（報酬等の区分） 

第２条 役員の報酬等常勤理事（常勤である理事をいう。以下同じ。） 

にあっては、月額報酬及び賞与とし、非常勤理事（常勤理事以外の理事をいう。以下同じ。）

については、日当無報酬とする。 

（報酬等の総額と各役員への支給） 

第３条 月額報酬および賞与を含む役員の報酬等の総額は、理事と監事の報酬等を区別して

総会の承認を得るものとする。し、次の通りとする。 

役位 年間報酬上限額 

専務理事 ２，０００万円 

常務理事 １，７００万円 

理  事 １，５００万円 

 

第４条 各役員への支給は、以下に示す各条項により行う。 

 

第２章 理事の報酬等 

 

（報酬等の額の決定） 

第５条 各常勤理事の月額報酬は、第３条の報酬総額の限度内で、世間水準及び職員水準と

の均衡などを考慮して理事会が決定する。 

  ２．常勤理事の月額報酬は、上記に定める役位別最高額を上回らないものとする。 

  ３．常勤理事月額報酬の役位別最高額は、職員の給与最高額に、次に掲げる比率を乗じ

た額とする。 

   理事長及び専務理事 ２．０ 
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   常務理事 １．６ 

   理  事 １．２ 

  ４．非常勤理事の日当については、１日あたり５万円を限度に、その職務等を勘案して

理事会が決定する。 

（月額報酬の計算） 

第６条 月額報酬は、月額で示され、毎月１日から月末までを対象とする報酬で、歴月ごと

に支給する。 

  ２．月の途中で就任あるいは、退任する場合の当該月の月額報酬は、次のとおりとする。 

就・退任の日 就任 退任 

１日～１５日 １/２ １/２ 

１６日～月末 ０ １ 

 

 

第３章 監事の報酬等 

 

（報酬等の額の決定） 

第７条 監事の日当については、１日あたり５万円を限度に、その職務等を勘案して監事の

協議によって決定する。 

 

第４３章 常勤理事の賞与 

（賞与の決定） 

第８条 常勤理事の賞与については、月額報酬に支給月数を乗じた額を支給するものとする。 

２．各常勤理事の賞与の支給月数は、第３条の報酬総額の限度内で、職員の賞与制度に

基づく夏期・冬期の支給月数を考慮して、支給月数６を年間の上限に理事会が決定す

る。 

 

第５４章 その他 

 

（支給） 

第９条 月額報酬の支給は、職員の給与支給日とする。 

  ２．賞与の支給は、職員の賞与支給日とする。 

  ３．常勤理事には、職員と同額の食事手当を支給する。 

（控除） 

第１０条 報酬等から控除するものは、税法・社会保険によるもののほか、控除が必要で本
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人の了解したものとする。 

（改定） 

第１１条 本規程の全部又は一部の改定は、総会の承認を必要とする。 

 

 附則 

  １ 第５条の職員の給与最高額とは、以下のとおりである。 

 『基準となる職員の給与最高額（「給与制度」（２０００年４月制定、２００５年４月改定）

別表による）９６９，８００円』 

 ２ 職員の食事手当（給与規程第３条による）は、月額１２，０００円とする。 

 ３ 平成２５年４月１日 公益社団法人移行に伴い施行。               

４ この規程の変更は、2013年 6月 20日令和３年６月１８日から施行する。 

 

 

以上 

 

 


